
 

 

 

   

 

 新年度になり、２か月が過ぎました。みなさんの学校や園にいらっしゃる聴覚障害のあるお子

さんのことでお困りのこと、悩んでいること、聞いてみたいことなどはありませんか。 

岡山聾学校には、聴覚に障害のある未就学期から学齢期の子どもたちを対象に、ご本人や保護

者、また先生方や関係する方々などへの相談支援を行う「きこえの相談室」があります。聴覚障

害児と関わる全ての方々と一緒に考えていけるような支援を目指しています。今回は、それぞれ

の支援について紹介します。 

  ※通級指導教室については、次号で紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聴覚障害児支援だより
岡山県立岡山聾学校   令和 8年６月発行 

特別支援教育エキスパート派遣事業 

 岡山県下全ての地域の保育園、幼稚園、こども園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学

校等を対象に聴覚障害に関連する支援を行います。派遣申請をされた学校園などへ特別支援教

育エキスパートが訪問し、聴覚に障害のある幼児児童生徒への指導内容や方法、支援体制等に

ついて、一緒に考えたり、職員研修をしたりします。他にも、聴覚障害を理解するための校内

研修の講師依頼や、個々の幼児児童生徒への支援以外の内容も受け付けています。岡山聾学校

のホームページに様式を掲載していますのでご活用ください。 

乳幼児教育相談 

 乳幼児教育相談室には、０歳から２歳のお子さんとその保護者が通っています。医療機関か

ら「お子さんは聞こえにくいから専門的な支援が必要です」と告げられ、今後の子育てが不安

でいっぱい、どう育てたらよいかわからない…。そのような保護者が見通しをもつことができ

るよう、悩みや気持ちに寄り添いながら子育てを応援します。一緒に遊びながらお子さんと心

を通わせ、伝え合う楽しさを実感してもらい、安定した親子関係をつくることが大きなねらい

です。今年度は毎週月曜日９時３０分から１１時までが支援の時間です。聴覚に障害のある乳

幼児ならどなたでも支援をしています。 

就学前教育相談 

 就学前教育相談には、３歳から５歳の就学前の教育機関や保育・療育機関に通うお子さんと

保護者が、月に一度、午後に１時間半程度来校されます。言葉遊びや音遊びなどを通して、お

子さんのコミュニケーションに役立つ情報を共有したり、保護者の相談を受けたりしていま

す。お子さんにとっては、楽しく活動できる場、保護者にとっては安心できる場でありたいと

思っています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれの支援に関しての相談や質問などについては、下記へお気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７月２３日（木）に、岡山県の聴覚に障害のある小学生、中学生、高校生を対象とした交流会を開催しま

す。また、聴覚障害児の担任をしている先生方にもぜひ参加をしていただければと思っています。本校の当

事者教員の講演も予定しています。昨年度に引き続き 2度目の開催となる今回は、中学生高校生も対象

とし、お互いの悩みなどを相談できる交流の場も作れたらと思っています。詳しくは、同時に送付しました

「夏の交流会」の案内をご覧ください。みなさまの参加をお待ちしています。 

 

 

 ８月４日（水）に、本校で行います。今年度は体験型の集合研修のみとします。聴覚障害児がどんなふう

に聞こえているのかなどが体験できる難聴体験や、実際に補聴器を付けてみる体験など、聴覚障害児の気

持ちを少しでも理解できるような内容や、支援の仕方について話をしたいと思っています。参加費は無料で

す。詳しくは、同時に送付した「聴覚障害教育に関する研修会」の案内をご覧ください。 

県中北部相談支援室 

 遠方の方が相談に訪れやすいように、県中北部の２か所で相談支援を行っています。県中北部在住

の聴覚障害のある 0歳～高校生までの乳幼児、児童生徒とその保護者や、聴覚障害児・者に関わる関

係諸機関の方が対象です。1人 1時間半程度、毎月１回相談日を設け、本校の教員が相談を受けて

います。聞こえやことば、補聴器や人工内耳のこと、その子に応じた支援など、さまざまな相談を承りま

す。 

津山相談支援室 

県北部相談支援室 

津山すこやか・こどもセンター内 

（津山市山北 800） 

毎月第４水曜日  

吉備中央相談支援室 

県中部相談支援室 

岡山県総合教育センター内 

（加賀郡吉備中央町吉川 7545-11） 

毎月第２水曜日 

岡山県立岡山聾学校 きこえの相談室 

 TEL ： 086－279－２１２７    Faｘ ： ０８６‐２７９‐８９６０ 

E－mail : okaro08@pref.okayama.jp(きこえの相談室専用アドレス) 

kiko 

お知らせ 

夏の交流会のご案内 

聴覚障害教育に関する研修会のご案内 

 
 

これってどうするの？ 

      Ｑ＆Ａ 
補聴器、人工内耳を外す水泳学習では、どのような配慮が必要ですか？ 

入水前 ： 補聴器、人工内耳の保管場所を本人と相談して決めておきましょう。 

         「どこに・なにに保管する」のか、相談し、確認してください。 

入水中 ： 補聴器、人工内耳を外すため、聞き取りができなくなります。見て分かる（視覚的な配慮）提示の 

仕方をしましょう。例えば、活動内容を文字やイラストで提示する、ハンドサインや身振り、旗など 

を利用し、視覚的に分かる合図をだす、などです。 

入水後 ： 髪の毛が濡れたまま補聴器、人工内耳を装用すると故障の原因になります。しっかりタオルドライ 

         する、またはドライヤーで乾かす、耳の中の水を丁寧にふき取ってからつけるなどをしましょう。 
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